
富 士 宮 市 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 申 請 書 提 出 要 領 

《令和８・９年度定期受付（新規・更新）》 

 

 

１ 受 付 期 間    令和８年１月１３日（火）から令和８年２月２７日（金）まで 

 

２ 提 出 方 法    郵送受付（令和８年２月２７日（金）必着） 

 

３ 提 出 場 所    〒４１８－８６０１ 静岡県富士宮市弓沢町１５０番地 

          富士宮市役所４階 契約管理課契約係 

          電話 ０５４４－２２－１１２１（直通） 

 

４ 申 請 資 格    ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定の欠格

事項に該当しないこと。 

⑵ 建設業法による許可及び経営事項審査を受けていること。 

⑶ 申請日において、引き続き２年以上営業を行っていること。 

⑷ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に事業所単位で加入している（適用除外は 

除く）こと。 

 

５ 有 効 期 間    ２年間（令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで） 

 

６ 提 出 部 数    １部 

 

７ 提 出 書 類    別紙「提出書類一覧表兼チェックリスト」のとおり 

 

８ 電 子 入 札    契約管理課執行の入札案件は全て電子入札となっております。登録番号未交付の方に 

登 録 番 号 の    は、入札参加資格申請時に登録番号を交付いたしますので、「電子入札利用者登録番号交 

交付について    付申請書」を提出してください。郵送の場合は、受付票返送用の切手 (１１０円分) を

貼付した返信用封筒に、簡易書留料金の切手 (３５０円分) を追加で貼付したものを同

封してください。持参する場合は、以下のものをお持ちのうえ、代表者又は社員等が来

庁してください。 

⑴ 受領する方が会社の社員であることを確認できるもの（社員証等） 

⑵ 受領する方が本人であることを確認できるもの（免許証等写真入の身分証） 

※ 登録番号の交付は、申請者の代表者及び社員等に限ります。代理人（行政書士）には

交付できませんので、郵送提出の場合は返信用封筒の宛名を申請者にしてください。 

 

９  そ の 他    ⑴ 名称、所在地、代表者等に変更があったときは、速やかに入札参加資格審査申請 

（ 申 請 後 、     書変更届（建設工事、富士宮市独自様式・第８号様式）を提出してください。 

 必要な事項）    ⑵ 建設業の許可の更新等を行った場合は、速やかに、建設業許可証明書または建設 

 業許可通知書の写しを提出してください。 

⑶ 経営規模等評価結果通知書は、前事業年度の結果通知書が届き次第、速やかにそ

の写しを提出してください。 

⑷ 市内業者は、市税完納証明書を令和９年２月１日から２月２８日までに提出して

ください。 

⑸ 事業協同組合及び共同企業体は、随時に入札参加申請を受付いたしますが、別途

資格要件等がありますので、契約係にお問い合わせください。 

 

《問い合わせ先》 

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町１５０番地 富士宮市役所総務部 契約管理課 契約係 

電話 (0544)22-1121（直通） Fax (0544)22-1142 



 

 

提出書類一覧表兼チェックリスト 

● 書類はすべてＡ４縦サイズとし、番号順に並べて 青色フラットファイル（紙又はプラスチック製、２つ穴左

綴じ、表書き不要）に綴じて提出してください。 

● 提出する前に、チェック欄で書類の確認を行ってください。この用紙は、申請書類の一番前に綴じてください。 

 

 

番 

号 
書類名 様式 留意点等 

ﾁｪｯｸ 

欄 

1 
建設工事競争入札参加資格審査 

申請書 

市独自様式 

（第１号様式） 

登記上の住所と建設業法の住所が異なる場合は、以下の

記載例のとおり二段書きにすること。 

（登記上の住所）静岡県富士宮市弓沢町１番地 

（建設業法の住所）静岡県富士宮市黒田３４５８番地 

 

2 委任状 
自由 

（参考様式参照） 

法人で、契約等に関する権限を支店長等に委任する場合

のみ提出 

 

3 
建設業許可証明書 又は 

建設業許可通知書 の写し 
 

申請中（更新）の場合は、受付番号が記載されている建

設業許可申請書の写し（後日許可通知書を送付のこと） 

 

4 経営規模等評価結果通知書の写し  
審査基準日が申請しようとする日の前から１年７か月

以内のもの 

 

5 
工事経歴書 

（申請をする工種毎に作成） 

市独自様式 

（第３号様式） 

申請書提出日の直前の営業年度終了日からさかのぼっ

て２年間のもの（内容が準じていれば、他の様式でも可） 

 

6 営業所一覧表 
市独自様式 

（第４号様式） 

主たる営業所が、本社のみであっても提出すること。 

（内容が準じていれば、他の様式でも可） 

 

7 技術者一覧表 
市独自様式 

（第５号様式） 

市内業者のみ 

技術者一覧表に記入した事務員を含むすべての従業員

について、雇用を証明する書類（健康保険・厚生年金 

保険被保険者標準報酬決定通知書などの会社との継続

的な雇用関係が分かるものの写し）を添付すること。 

※マイナンバー法等の一部改正法により、健康保険被保

険者証は使用できませんのでご注意ください。 

 

8 
商業登記簿の登記事項証明書 

（写し可、発行から３か月以内） 
 

法人業者のみ（インターネット上で登記情報を閲覧でき

るサービスを利用し、画面に表示された登記情報を印刷

したものについては不可） 

 

9 
代表者の身分証明書 

（写し可、発行から３か月以内） 
 個人の場合のみ（本籍地の市町村で発行） 

 

10 
納税証明書等 

（写し可、発行から３か月以内） 

 

○市内業者 

個人･･･市税完納証明書＋納税証明書（その３の２） 

法人･･･市税完納証明書＋納税証明書（その３の３） 

※ 役員（監査役は除く）の住所が富士宮市にある場

合は、当該役員の市税完納証明書 

 

 

○上記以外の（市外）業者 

個人･･･納税証明書（その３の２） 

法人･･･納税証明書（その３の３） 

 

《証明書発行先》 

・市税完納証明書･･･富士宮市役所1階収納課 

・納税証明書（その３の２）及び納税証明書（その３の３）･･･税務署（PDF

形式の電子納税証明書(2 次元バーコードが印字されているもの)を印刷

したものは可。詳しくは国税庁e-Taxホームページ参照。） 

 



※ 登記事項証明書ほか各証明書は、発行日が申請しようとする日の前から３か月以内のものにしてください。 

 

＜別表（番号12関係） 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入を証する書類＞ 

状態 提出書類 摘要 

（1）「健康保険加入の有無」及び

「厚生年金保険加入の有無」

欄について「無」である場合 

下記のいずれかの書類の写し 

・ 直近 1 ヶ月分の健康保険及び厚生年

金保険の領収書 

・ 社会保険料納入証明書 

・ 健康保険・厚生年金保険新規適用届 

建設国保加入者は厚生年金保険の領

収書の写しを提出すること。 

（2）「雇用保険加入の有無」欄に

ついて「無」である場合 

労働保険概算・確定保険料申告書（控）

（写し）及び直近の雇用保険料の領収書 

労働保険事務組合の加入者は期別納

付額が記された納入通知書の写しを

提出すること。 

 

11 
準市内業者の入札参加資格要件 

認定に係る申請書 

様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 
準市内業者のみ 

 

12 
健康保険、厚生年金保険及び雇用保

険の加入を証する書類の写し 

経営事項審査結果通知書において、

「健康保険加入の有無」、「厚生年金保

険加入の有無」及び「雇用保険加入の

有無」欄について、「無」がある場合

のみ 

下記別表を参照 

審査基準日後に加入した場合 

 

13 適用除外に関する誓約書 
審査基準日後に適用除外となっ

た場合 

 

14 

 

返信用封筒 

（受付票返送用または不足･不備書

類連絡送信用） 

 

郵送で提出する場合、長形３号サイズで、１１０円切手

を貼付してください。電子入札登録番号の交付を郵送で

受ける場合は、簡易書留料金３５０円分を追加した 

４６０円分の切手を貼り付けてください（「８ 電子入札

登録番号の交付について」参照）。 

 


